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第１ 目的 

現地警戒本部（広島空港）における防火、防災対策を講じるとともに、災害発生時の初動対

応、情報収集活動等を行うために必要な事項を定め、災害発生の未然防止及び被害の軽減を図

ることを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

   この計画における用語の定義は、「警防計画」及び「予防計画」に定めるところによる。 

 

第３ 消防特別警戒の期間 

   ２０２３年５月１６日（火）から５月２２日（月）まで 

   ※警戒期間については、要人の動向により変更する場合がある。 

 

第４ 現地警戒本部の設置場所等 

 １ 現地警戒本部 

   広島国際空港株式会社 

（広島県三原市本郷町善入寺６４番地３１） 

 

 ２ 進駐拠点 

進駐拠点 住所 進駐員 

広島県防災航空センター 
三原市本郷町善入寺 

９４番２２ 
空港警戒隊 

船木コミュニティセンター 
三原市本郷町船木 

１９４９ 
空港警戒隊 

※ 車両数、人員数等は別表「現地警戒本部（広島空港）警戒隊一覧」参照 

   ※ 配置図は別図１「進駐拠点施設等（広島空港）一覧」参照 
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第５ 組織等 

１ 組織 

⑴ 全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 現地警戒本部組織図 
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 ２ 現地警戒本部長 

   現地警戒本部（広島空港）の本部長は、三原市消防本部警防課長とする。 

  

 ３ 構成消防本部 

県名 消防本部名 

広島県 
三原市消防本部、尾道市消防局、東広島市消防局 

備北地区消防組合消防本部、福山地区消防組合消防局 

大阪府 大阪市消防局、堺市消防局 

京都府 京都市消防局 

兵庫県 神戸市消防局 

鳥取県 鳥取県東部広域行政管理組合消防局、鳥取県西部広域行政管理組合消防局 

島根県 松江市消防本部、出雲市消防本部 

福岡県 北九州市消防局 

 

４ 任務等 

  ⑴ 任務 

   ア 現地警戒本部の運営 

   イ 統括警戒本部への各種報告 

   ウ 各本部等との連携 

   エ 空港警戒隊及び予防常駐警戒要員（以下「予防要員」という。）の管理 

   オ 現地における災害発生時の対応 

   カ 増強出動又は移動配備の要請検討 

キ 関係機関からの情報収集 

   ク 各種情報の整理 

   ケ 現地医療対策本部等との連絡調整 

   コ 要人の移動及び滞在情報の収集 

サ 空港施設の火災予防 

   シ その他特命事項 
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  ⑵ 任務分担等 

   ア 本部要員 

任務 本部 勤務人員 任務内容 

本部長 三原 １（日勤） 
１ 現地警戒本部の統括管理及び運営 

２ その他必要な事項 

副本部長 

福山 

（防災航空センター） 

１（日勤） 
１ 現地警戒本部の統括管理及び運営補佐 

２ その他必要な事項 

三原 

（広島空港） 
１（日勤） 

情報収集員 

兼記録員 

三原 

尾道 

東広島 

５(隔日) 

三原１ 

尾道２ 

東広島２ 

１ 統括警戒本部、現地関係機関、消防庁

リエゾンとの情報伝達 

２ 災害状況、要人の移動状況などの記録 

３ 応援救急隊の病院搬送時における誘導 

４ その他必要な事項 

消防庁 

（予防担当） 
消防庁 １（隔日） 

１ 要人の動向及び災害情報等の収集及び

伝達 

２ 情報収集及び予防要員の支援 

３ その他必要な事項 
広島空港 

予防特命隊 

神戸 

北九州 

４（隔日） 

【一係】 

神戸４ 

【二係】 

北九州４ 

予防要員 

三原 

福山 

東広島 

尾道 

４(隔日) 

【一係】 

三原２ 

福山２ 

【二係】 

三原２ 

東広島１ 

尾道１ 

１ 火災等の発生予防に必要な是正指導 

２ 防火防災設備等（消防用設備、避難施

設、防火設備等の防火・防災に係る施設

等をいう。以下同じ。）の状況確認及び

指導 

３ 火災等の災害発生時における初動措置 

４ 要人の移動及び滞在状況等の情報収集 

５ その他必要な事項 

運営担当 

三原 

福山 

備北 

（進駐場所） 

６(隔日) 

三原２ 

福山２ 

備北２ 

１ 消防部隊進駐場所の運営管理 

２ 統括警戒本部への各種報告 

３ その他必要な事項 

調整担当 

消防庁 

広島県 

広島市 

２（隔日） 

消防庁１ 

広島県１ 

１（日勤） 

広島市１ 

１ 災害状況及び要人の移動情報等の収集 

２ 統括警戒本部への各種情報伝達 

３ その他必要な事項 
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※ 人員数は、１当務当たりの人員数を指す。 

    イ 空港警戒隊 

任務 勤務人員 任務内容 

空港警戒隊 
１４６ 

（４０隊） 

１ 警戒範囲内で発生する災害への対応 

２ 警戒エリアの巡回警戒 

３ その他必要な事項 

※ 人員数は、１当務当たりの人員数を指す。 

  ⑶ 配置 

   ア 本部要員 

     別図２－１「現地警戒本部（広島空港）本部要員配置図」参照 

   イ 空港警戒隊 

別図２―２「現地警戒本部（広島空港）警戒隊配置図」参照 

 

 ５ 施設等 

  ⑴ 広島空港  

別図３－１「現地警戒本部（広島空港）配置図」のとおり 

  ⑵ 広島県防災航空センター 

    別図３－２「進駐拠点（広島県防災航空センター）配置図」のとおり 

  ⑶ 船木コミュニティセンター 

    別図３－３（１）（２）「進駐拠点（船木コミュニティセンター）配置図」のとおり 

 

 ６ 情報通信体制 

   通常時及び災害発生時における情報通信体制は、「情報通信要領」に定めるところによる。 

  

第６ 警防対策 

 １ 空港警戒隊の指揮 

   指揮者は、三原市消防本部消防長が指定する指揮者とする。 

 

 ２ 出動体制等 

出動体制及び警戒区域等に関する事項は、「Ｇ７出動計画」に定めるところによるものとし、

出動指令に関する事項は、「出動指令要領」に定めるところによる。 

 

３ 出動計画 

   「Ｇ７出動計画」に定めるところによる。 

初動対応指定隊：別図２―２「現地警戒本部（広島空港）警戒隊配置図」参照 

※要人の到着及び出発時において、初動対応指定隊のうち救急事案に対応する隊は制限区域

内（消防庁舎前）に前進待機するものとする。 
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 ４ 災害事案覚知時の対応 

   警戒区域内において災害事案を覚知した場合は、速やかに１１９番通報を実施し、必要

な通常配備隊の出動要請及び空港警戒隊に対する指令要求を行う。 

 

５ 空港警戒隊の活動内容 

   「ＮＢＣ災害等消防活動要領」に定めるところによるほか、指揮者の指示による。 

 

６ 増強出動の要請 

災害の状況等により、空港警戒隊のみによる消防力では対応が困難と判断した場合、現地警

戒本部長等は、統括警戒本部（作戦班）に対して必要な警戒隊等の出動又は移動配備等を要請

するものとする。また、必要に応じて、広島空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定に基づ

き、必要な近隣市町の消防隊の出動を要請するものとする。 

 

 ７ ヘリ使用時の連携要領 

⑴ 傷病者等をヘリ搬送する場合における着陸場所及び緊急車両の動線等については、別図４

「防災ヘリ等の駐機及び警戒隊の動線」のとおりとし、ヘリ運用時は広島国際空港株式会社

運用本部（以下「広島空港運用本部」という。）と調整するものとする。 

⑵ ヘリが不要となった場合は、現地警戒本部から広島空港運用本部に対してその旨を伝達す

るものとする。 

 

 ８ 広島空港政府合同事務棟（管制塔２Ｆ）との連携 

要人に関する次の事項について、広島空港政府合同事務棟に常駐する消防庁リエゾンから情

報を収集するものとする。 

⑴ 要人の移動情報（到着・出発時刻等） 

⑵ 要人が搭乗する航空機の便名（フライトナンバー） 

 

 ９ 広島空港合同対策本部（ターミナルビル３Ｆ）との連携 

   災害発生時等において関係機関と必要な連携を図るためリエゾンを派遣するものとする。 

 



7 
 

 １０ 制限区域内への進入及び退出 

⑴ 活動連絡 

進入及び退出の調整は、現地警戒本部（広島空港）及び広島空港運用本部が綿密に連携

して行うものとする。 

現地警戒本部（広島空港）０８０－２３３４－５１３７ 

（予備）０９０－５４２４－０１４４ 

広島空港運用本部（保安防災担当）０９０－８２８５－８３３５ 

⑵ 制限区域内への進入及び退出は、広島空港運用本部が誘導し進入するものとする。 

ただし、ＮＢＣ災害等の消防警戒区域の設定が必要な場合は、広島空港運用本部誘導員が、

広島空港警戒隊の車両に同乗し誘導を行うものとする。 

   ※別図５「制限区域内の進入及び退出ゲート」参照 

   

 １１ 警防関係参考資料 

    別添１「対象物警戒資料（広島空港）」のとおり 

 

第７ 予防対策 

１ 予防要員の指揮者 

   予防要員のうち、三原市消防本部の１名を指揮者（以下「予防指揮者」という。）とし、予

防要員の指揮及び統括運営管理を行うものとする。 

 

 ２ 警戒区域 

   原則、広島空港敷地内とする。 

 

 ３ 防災センターにおける勤務 

⑴ 消防用設備等に異常が生じた場合等は、必要に応じて防災センターにおいて勤務するもの

【制限区域内とは】 

※広島空港制限区域安全管理規程から抜粋 

第３条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「制限区域」とは、広島空港供用規程第７条に定める区域のうち、ＨＩＡＰ社長が、

人の立入及び車両の使用等を制限する区域をいう。 

※広島空港共用規程から抜粋 

（制限区域） 

第７条 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、その他ＨＩＡＰが標示する制限区

域には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。 

（１）その場に立ち入ることについてＨＩＡＰの承認を受けた者 

（２）航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客 

※ＨＩＡＰとは、広島空港運用本部をいう。 
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とする。 

⑵ 災害を含む異常事態の発生を覚知した場合、速やかに現地警戒本部に伝達するものとす

る。 

⑶ 広島空港に係る防火対象物台帳を配置しておくものとする。 

 

 ４ 予防要員の活動等 

⑴ 予防要員は、施設関係者と連携し、消防用設備等の管理状況等について、適宜確認する。 

（施設関係者が館内巡回を行う場合に同行するなど、臨機に対応する。） 

⑵ 予防指揮者は、消防用設備等が故障等により正常に作動しないことを覚知した場合、速や

かに現地警戒本部長に報告するとともに、施設関係者に対して消防用設備等点検業者への連

絡を要請する等、必要な指示又は指導を行うものとする。 

⑶ 現地警戒本部長は、前記（２）の情報について、統括警戒本部（情報班）に対して報告す

るものとともに、特別警戒本部（三原市消防本部）と情報共有を図るものとする。 

⑷ 予防要員は、災害が発生した場合、自衛消防組織の活動支援を実施する。なお、その活動

は、初動対応に限定するものとする。 

 

第８ 災害対応要領 

 １ 火災発生時 

  ⑴ 予防要員 

   ア 予防要員は、受信機等で発災場所を確認するとともに、必要に応じて現地確認を行う。 

   イ 自衛消防組織と連携し、必要に応じて初期消火及び避難誘導を行う。 

   ウ 警戒隊等の到着後は、速やかに現場を引き継ぐ。 

   エ 災害状況等の必要な情報は、逐次現地警戒本部へ報告する。 

  ⑵ 警戒隊等 

ア Ｇ７出動計画に基づく空港警戒隊（初動対応指定隊）及び三原市出動計画に基づく通常

配備隊が出動する。 

   イ 空港警戒隊（初動対応指定隊）は、早期に火災現況及び要救助者の把握（特に要人の情

報）を行うとともに、必要な初動活動を実施する。 

   ウ 防ぎょ活動は消防用設備等を有効に活用する。 

エ 通常配備隊が現場到着後、空港警戒隊は、災害状況等を総合的に鑑みた上で、現場を当

該通常配備隊に引き継ぎ、速やかに進駐拠点に引揚げるとともに、サミット警戒体制を再

構築する。 

   オ 災害状況等の必要な情報は、逐次現地警戒本部へ報告する。 

  ⑶ 現地警戒本部 

   ア 災害情報、出動隊情報及び要人の安否情報の把握に努める。 

   イ 関係機関との連携を図る。 

   ウ 広島空港運用本部と消防警戒区域等の調整を図る。 

エ 特別警戒本部（三原市消防本部）及び統括警戒本部（作戦班）への情報伝達を行う。 

  ⑷ 広島空港予防特命隊 
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    前各号に掲げる各種情報収集活動を行うとともに、予防要員の活動支援を行う。 

 

 ２ ＮＢＣ災害等発生時（異臭事案を含む。） 

  ⑴ 予防要員 

ア 勤務する予防要員は、情報収集により速やかに発災場所の把握に努める。 

   イ 空調設備の作動状況等について確認し、施設関係者と連携して放送設備等を活用した

避難誘導を行うとともに、必要に応じて排煙設備を活用した室内換気を実施する。 

   ウ 災害状況等の必要な情報は、逐次現地警戒本部へ報告する。 

  ⑵ 警戒隊 

   ア 出動体制は、Ｇ７出動計画によるものとする。 

イ 早期に災害現況及び要救助者の把握（特に要人の情報）を行う。 

ウ 警戒隊の活動は、「ＮＢＣ災害等消防活動要領」によるほか、指揮者の指揮による。 

   エ 災害状況等の必要な情報は、逐次現地警戒本部に対して報告する。 

  ⑶ 現地警戒本部 

   ア 災害情報、出動隊情報及び要人の安否情報の把握に努める。 

   イ 関係機関との連携を図る。 

   ウ 特別警戒本部（三原市消防本部）及び統括警戒本部（作戦班）への情報伝達を行う。 

   エ 広島空港運用本部と消防警戒区域等の調整を図る。 

⑷ 広島空港予防特命隊 

  前各号に掲げる各種情報収集活動を行うとともに、予防要員の活動支援を行う。 

  

３ 救急事案発生時 

  ⑴ 予防要員 

   ア 事案を覚知した場合、速やかに現地警戒本部へ伝達する。 

   イ 必要に応じて搬送補助を行う。 

  ⑵ 警戒隊等 

   ア Ｇ７出動計画に基づく空港警戒隊（初動対応指定隊）及び三原市出動計画に基づく通常

配備隊が出動する。 

イ 活動は、救急活動要領に基づくものとする。 

ウ 陸路による病院搬送が必要な場合は、原則として通常配備隊が実施するものとし、空港

警戒隊は、速やかに進駐活動拠点に引揚げるとともに、サミット警戒体制を再構築する。

（必要に応じて、空港警戒隊（初動対応指定隊）が病院搬送を実施する場合がある。） 

エ 空路による病院搬送が必要な場合は、前記第６-７に掲げる要領により、原則として空港

警戒隊がヘリまでの傷病者搬送を行う。 

オ 前記ウ及びエに掲げる事項は、全ての災害事案における傷病者発生時に共通する事項と

する。 

カ 傷病者の状況等について、逐次現地警戒本部に対して報告する。 

  ⑶ 現地警戒本部 

   ア 災害情報、出動隊情報及び要人の安否情報の把握に努める。 
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   イ 現地医療対策本部が選定する病院情報及び医師の同乗に関する情報等の収集に努める。 

   ウ ヘリによる搬送に係る各種調整を行う。 

   エ 特別警戒本部（三原市消防本部）及び統括警戒本部（作戦班）への情報伝達を行う 

オ 他府県からの応援救急隊が病院搬送を実施する際は、情報収集員兼記録員のうち１名以

上を当該車両に同乗させ、病院までの誘導を行う。 

  ⑷ 広島空港予防特命隊 

    前各号に掲げる各種情報収集活動を行うとともに、予防要員の活動支援を行う。 

 

 ４ その他の災害発生時 

  ⑴ 現地警戒本部・広島空港予防特命隊・予防要員 

    原則、前各項に定める活動を行うほか、必要な初動活動等を行う。 

  ⑵ 警戒隊等 

空港警戒隊（初動対応指定隊）はＧ７出動計画、通常配備隊は三原市出動計画に基づきそ

れぞれ出動し、災害実態に応じた活動を行う。 

 

 ５ 高速道路上での災害発生時 

   警戒区域のうち、高速道路上で発生した災害に対しては、別に定める「高速道路警戒拠点警

戒計画」に定めるところによるほか、以下のとおり対応する。 

⑴ 警戒隊（高速兼務隊）の出動体制は、Ｇ７出動計画に定めるところによる。 

  ⑵ 警戒隊（高速兼務隊）の活動は、災害発生場所の管轄消防本部指揮者の指揮による。 

 

第９ 勤務等 

 １ 勤務交替及び資機材点検等 

  ⑴ 隔日勤務者は、事務引継ぎを行った上で勤務交替する。 

⑵ 前記⑴の事務引継ぎ内容は、要人等の移動状況、出動状況及び人員・機械の状況等とする。 

⑶ 勤務開始後、空港警戒隊は、車両及び資機材の点検を行うとともに、資機材の数量確認を

併せて行うものとする。 

  ⑷ 勤務時間等は、「特別警戒共通事項」に定めるところによる。 

⑸ 夜間勤務に関する事項は、別添２「夜間勤務要領」のとおりとする。 

 

 ２ 統括警戒本部への定時報告 

   「警防計画」（「様式１～５」等）に定めるところによる。 

  ≪様式１≫人員機械等報告書 

  ≪様式２≫警戒日誌 

  ≪様式３≫重要情報報告書 

  ≪様式４≫災害状況報告書（火災・その他） 

  ≪様式５≫災害出動結果報告書（火災・救急・その他） 
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３ 警戒期間中のスケジュール 

 別添３「広島空港警戒隊スケジュール」のとおりとする。 

 

４ 出退勤要領 

  ⑴ 出勤時 

    各隊の隊長は、自隊全員の出勤を確認した上で、出勤受付場所において警戒員名簿に必要

事項を記入するものとする。（※押印不要。） 

  ⑵ 退勤時 

    勤務時間終了後、随時退勤するものとする。 

 

 ５ 服装 

   「特別警戒共通事項」に定めるところによる。 

 

 ６ 関係機関等の連絡先 

   「統括警戒本部活動要領」に定めるところによる。 

 

第１０ その他 

 １ 各拠点等における留意事項は、別に示す。 

２ 本計画に定めのない事項については、「警防計画」及び「予防計画」等その他Ｇ７広島サミ

ットに関する各種計画・要領等によるものとする。 



現地警戒本部（広島空港）警戒隊一覧（40隊146名）

指揮 現地指揮本部長 三原市 指揮隊 指揮車 1 2

指揮本部【高速兼務】 三原市 指揮隊 指揮車 1 3

特殊災害対応・救助担当指揮 大阪市 指揮隊 指揮車 1 5

検知活動（拡散防止） 大阪市 救助隊 救助工作車 1 5

検知活動（拡散防止） 京都市 救助隊 救助工作車 1 5

救助活動【高速兼務】 福山地区 救助隊 救助工作車 1 5

進入管理【高速兼務】 三原市 警防隊 ポンプ車 1 4

緊急除染 東広島市 警防隊 ポンプ車 1 4

水源確保【高速兼務】 東広島市 警防隊 ポンプ車 1 3

支援活動 大阪市 警防隊 ポンプ車 1 4

分析活動 大阪市 警防隊 特殊災害対応車 1 2

救急 救急活動（搬送班）【高速兼務】 三原市 救急隊 救急車 1 3

支援担当指揮 福山地区 指揮隊 指揮車 1 3

除染担当指揮 京都市 指揮隊 指揮車 1 3

救急担当指揮 尾道市 指揮隊 指揮車 1 3

救助活動 堺市 救助隊 救助工作車 1 5

救助活動 鳥取県西部 救助隊 救助工作車 1 5

緊急除染 備北地区 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（除染前トリアージ） 大阪市 警防隊 救助工作車 1 4

除染活動（除染前トリアージ） 大阪市 警防隊
救助工作車
資機材搬送車

1 6

除染活動（小テント搬送） 堺市 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（小テント搬送） 堺市 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（小テント搬送） 堺市 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（小テント除染班） 福山地区 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（小テント除染班） 備北地区 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（小テント除染班） 鳥取県西部 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（大型テント搬送） 京都市 警防隊 大型除染車 1 2

除染活動（大型除染班） 京都市 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（大型除染班） 京都市 警防隊 ポンプ車 1 4

除染活動（大型除染班） 福山地区 警防隊 ポンプ車 1 4

支援活動 尾道市 警防隊 ポンプ車 1 4

支援活動 出雲市 警防隊 ポンプ車 1 4

支援活動 鳥取県東部 警防隊 ポンプ車 1 4

空気充填 堺市 警防隊 空気充填車 1 2

資器材搬送 鳥取県東部 警防隊 資器材搬送車 1 2

救急活動（除染後トリアージ） 尾道市 救急隊 救急車 1 3

救急活動（救護所運営） 松江市 救急隊 救急車 1 3

救急活動（救護所運営） 出雲市 救急隊 救急車 1 3

救急活動（搬送班） 備北地区 救急隊 救急車 1 3

救急活動（搬送班） 大阪市 警防隊 人員輸送車 1 2

三原西消防署（1隊2名）

防災航空センター（11隊43名）

船木コミュニティセンター（28隊101名）

指揮

救助

除染

支援

車種 隊数 人数

中隊別 任務 消防本部名

備考隊種消防本部名

除染

支援

救急

中隊別 任務

人数 備考

指揮

救助

中隊別 任務 消防本部等 隊種 車種 隊数

備考隊種 車種 隊数 人数

別表
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対象物警戒資料（広島空港） 

 

〈資料〉 

○広島空港グリッドマップ 

・広島空港グリッドマップ（１） 

・広島空港グリッドマップ（２） 

○広島空港ターミナルビル 

・１階平面図 

・２階平面図 

・３階平面図 

・エリア区分図 １階 

・エリア区分図 ２階 

・エリア区分図 ３階 

・消火器・消火栓配置図 １階 西（国際線 到着ロビー） 

・消火器・消火栓配置図 １階 東（国内線 到着ロビー） 

・消火器・消火栓配置図 ２階 西（国際線 出発ロビー） 

・消火器・消火栓配置図 ２階 東（国内線 出発ロビー） 

・消火器・消火栓配置図 ３階 西（広島国際空港（株）事務所） 

・消火器・消火栓配置図 ３階 東（フードコート・展望デッキ） 

・電気錠配置図 

○広島空港消防水利 

・広島空港消防水利（１） 

・広島空港消防水利（２） 

○広島空港周辺危険物許可施設 

・広島空港周辺危険物許可施設一覧表 

・広島空港周辺危険物許可施設配置図 

〇ＮＢＣ活動配置図 

〇ＮＢＣ活動展開図（広島空港） 

・①ＮＢＣ活動展開図（国内線 北風） 

・②ＮＢＣ活動展開図（国内線 北風） 

・③ＮＢＣ活動展開図（国際線 北風） 

・④ＮＢＣ活動展開図（国際線 北風） 

・⑤ＮＢＣ活動展開図（国内線 東・西・南風） 

・⑥ＮＢＣ活動展開図（国内線 東・西・南風） 

・⑦ＮＢＣ活動展開図（国際線 東・西・南風） 

・⑧ＮＢＣ活動展開図（国際線 東・西・南風） 

・⑨空港消防保有の消防車両のタンク水の活用を考慮（東・西・南風） 
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広島空港ターミナルビル



３階平面図

展望デッキ

広島空港ターミナルビル



  ３項ロ 飲食店

  ４項  物販店舗

  １０項 空港

  １５項 事務所・その他

エリア区分図 １階

国際線 到着ロビー国内線 到着ロビー
ソラミィ広場

広島空港ターミナルビル



  ３項ロ 飲食店

  ４項  物販店舗

  １０項 空港

  １５項 事務所・その他

エリア区分図 ２階

国際線 出発ロビー国内線 出発ロビー

渡り廊下

広島空港ターミナルビル



  ３項ロ 飲食店

  ４項  物販店舗

  １０項 空港

  １５項 事務所・その他

エリア区分図 ３階

広島国際空港事務所

展望デッキ

（吹抜け）

広島空港ターミナルビル


